
「首都高速道路の料金改定（案）」について

説明資料
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首都高速の距離帯別の利用台数 （全車・2024年11月利用分）

（km）

利
用
台
数

料金水準

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 （km）

500円

1,500円

300円

55 60

1,000円

現行

150円

平均移動距離
（普通車）

2,130円（＋180円）
1,950円2,000円 改定後

880円

810円

（+70円）

2,500円

※ 利用距離に応じてご負担いただく1kmあたりの料金の改定をさせていただきます。
※ 現行料金：［（150＋29.52L）×1.10］ 1割引き上げの場合：［（150＋32.472L）×1.10］ （L:料金距離（km））
※ 非ETC車は区間最大料金（普通車：2,130円）を適用します。（放射線の下り方向利用等を除く）
※ 上限料金は、長距離利用車の負担の増加を考慮し、現行と同様55km以上の利用については、55kmの額を適用します。
※ 下限料金は、短距離利用車増加による渋滞を抑制するために設定しており、現行の額を維持します。
※ 平均改定率は2024年度利用実績データ（ETC車）を元に算出

首都高速道路の料金改定（案）の概要

合計
約1,060千台/日
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ETC普通車の場合



首都高速道路の料金改定（案）の概要

現行基本料金現行料金

280円～1,590円軽・二輪

300円～1,950円普通車

330円～2,310円中型車

400円～3,110円大型車

550円～5,080円特大車

改定後の基本料金
（下限額～上限額）

280円～1,740円

300円～2,130円

330円～2,520円

400円～3,410円

550円～5,570円

車種区分ごとの基本料金について
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【 の料金】軽・二輪 普通車 中型車 【 の料金】大型車 特大車

※下限料金は現行料金（普通車：300円）を維持します。上限料金は、現在の考え方を維持し、55km以上の利用については、55kmの額を適用します。 ＊上限料金については、高速道路利便増進事業による割引



3 中央道接続

1 川崎浮島J CT～空港中央（料金距離 4.2km）

2 京葉道接続～錦糸町（料金距離 7.9km）

3 中央道接続～箱崎（料金距離 18.8km）

4 川口J CT～葛西（料金距離 33.8km）

5 三ツ沢接続～三郷JCT（料金距離 56.6km）

改定後

320円（+20円）

（+6.7%）

現行

300円

改定後

450円（+30円）

（+7.1%）

現行

420円

改定後

840円（+60円）

（+7.7%）

現行

780円

改定後

1,370円（+110円）

（+8.7%）

現行

1,260円

改定後

2,130円（+180円）

（+9.2%）

現行

1,950円

3 箱崎

5 三ツ沢接続

5 三郷J CT

4 川口J CT

4 葛西

2 京葉道接続

1 空港中央

1 川崎浮島J CT

2 錦糸町

※すべて対距離料金

具体な料金例 （普通車・ETCの場合）

首都高速道路の料金改定（案）について
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首都高速道路の割引について（案）

※1 最大割引率12%からの拡充分は2031年3月末までの措置
※2 2031年3月末までの措置
*     高速道路利便増進事業による割引（大口・多頻度割引は、車両単位割引最大12%までの部分）

①大口・多頻度割引*

深夜割引*

④その他割引

環境ロードプライシング*

②都心流入割引

③都心流入・湾岸線誘導割引

・割引の拡充期間を延長※1

・最大45% 割引（2026.3までの割引率を維持）
-車両単位割引最大25%

-契約単位割引10%
-中央環状線の内側を通過しない交通に対しては10% 拡充

・現行の割引を継続します。

・割引実施期間を延長※2

・割引実施期間を延長※2
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その他
・起終点を基本とした継ぎ目のない料金について、圏央道経

由等の料金が首都高経由の料金より高くなる場合は、引
き続き、首都高経由の料金と同額となります。
なお、首都高の料金改定に伴い、首都高経由の料金が変
更となります。

・外環迂回割引及び千葉外環迂回割引については、首都高
の料金改定に伴い、割引適用後の料金が変更となります。



割引率※1月間利用額（車両単位）

０％5,000円以下の部分

２％（１０％）5,000円超～10,000円以下の部分

５％（２０％【＋１０％】）10,000円超～30,000円以下の部分

８％（２５％【＋１０％】）30,000円超～50,000円以下の部分

１２％（２５％【＋１０％】）50,000円を越える部分

多頻度割引（車両単位割引）

割引率※1月間利用額（契約者単位）

（１０％）
１００万円を超え、かつ自動車１台
あたり平均利用額が5千円を超える
場合

大口割引（契約者単位割引）

+

【首都高速道路の大口・多頻度割引の概要（今後）】

現行の最大割引率 約４５％

※1 （）内は2031年３月末までの割引率。
うち【】内は中央環状線の内側を通過しないＥＴＣ車の拡充分。

【首都高速における大口・多頻度割引率】

※1 うち、5%は中央環状線の内側を通過しない交通に限定 ※2 うち、10%は中央環状線の内側を通過しない交通に限定 ※3 割引拡充は、2026.4 以降、5年間継続する

2026.3

最大30%

2012.1 2016.4

最大12%

拡充

継続

最大35%※1

2022.4

拡充

最大45%※2

最大12%

首都高速道路の割引について（①大口・多頻度割引）（案）

拡充の継続※3

最大45%※2

2031.3
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首都高速道路の割引について（②都心流入割引）（案）
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首都高速道路の割引について（③都心流入・湾岸線誘導割引）（案）
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首都高速道路の料金改定 今後の手続きの流れ
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2026年10月 首都高速道路の料金改定の適用開始

意見募集〔高速道路会社・高速道路機構〕 （現在の段階）

協定の締結〔高速道路会社・高速道路機構〕

事業変更許可申請
〔高速道路会社〕

↓
大臣許可

業務実施計画認可申請
〔高速道路機構〕

↓
大臣認可

※高速道路利便増進事業に関する計画の変更手続きが必要

本来道路管理者（関係自治体）の同意〔高速道路会社〕

※割引の延長については、2026年4月から適用開始

※同意に当たっては議会議決が必要

東京都、横浜市、川崎市
埼玉県、さいたま市、千葉県

2025年12月24日


